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１．はじめに 

中国では自然保護区制度を，生態系や生物多様性，自然資源，

景観保全の効果的な保護手段として使用している。1956年に森林

伐採を規制するために広東省の鼎湖山自然保護区（Ding Hu Shan 

Nature Reserve,11km2）が設立された１）。その後，10年後の1966
年までに中国全土で約 32 カ所の自然保護区が設立され，総面積

は 10,200km２におよんだ。しかし，文化大革命の影響から 1973
年には15カ所まで減少した２）。1978年以降，中国の改革開放政

策に伴い， 2010 年には，すべての等級の保護区数を合わせて

2,588 カ所（国土面積の14.9％）が設立されている３）。中国生物

多様性保護戦略・行動計画2011年～ 2030 年には，2020年まで

に中国の自然保護区を国土の18％にすると明記されている。内モ

ンゴル自治区は，190 カ所の自然保護区が設立され，自治区の総

面積の11.2％におよぶ。内モンゴル自治区は，国家級自然保護区

の指定面積が全国一位である。また，中国では，1993年に生物多

様性条約を批准し，生物多様性の保護に関連する国内法を整備し

ている４）。一方，自然保護区の指定は，自然保護区内に住む住民

にとって，野生動物やその他自然資源へのアクセスが制限され，

生活，利益に影響を受けることが課題になっている。内モンゴル

の自然保護区は主に草原と森林からなり，草原に居住する住民は

伝統的な放牧生活をしており，草原を放牧地として利用していた。

しかし，自然保護区の設立により草原への利用が制限されている

現状がある。 

日本の既往論文では，北川（2005）は，生態移民のはじまりを

1982年の寧夏回族自治区の南部山岳地域の移民が最初であり，当

初は貧困撲滅やダム建設促進などが目的であったが，2000年以降

に生態保全に焦点があてられたとした５）。小長谷ら（2005）は，

保護区内の居留民に対して移住・定住させる生態移民という中国

政府の政策の効果を検証し，環境破壊の責任を少数民族に押しつ

ける形で生態移民が突出する形で進行していると指摘した６）。田

口（2007）は中国の自然保護区の直面している困難の一つは自然

保護区内の居留民や周辺地域社会との衝突だと指摘した７）。達古

拉（2007）は，生態移民による酪農経営の課題として，移民が営

む酪農はほとんどが赤字であり，政府による援助が必要であると

した８）。那木拉（2009）は内モンゴルで生態移民が導入されたの

は 2000 年に入ってからのことであり，フィールドワークの結果

移民たちの生活が移住前より悪化したことを述べている。更には，

こうした生活上の変化は，牧畜民の伝統文化や社会関係にも変化

をもたらした９）。谷垣（2012）が，中国で急速に数を増やした自

然保護区の課題は，自然保護区管理計画に基づき地域住民参画に

よる着実な管理運営を実施するという，量から質への転換にある

と指摘していた10）。 

近年，中国では自然保護区の数が急増し，自然保護区の管理者

と周辺地域の住民の間では対立が発生し，社会問題となっている
11）。この問題を解決するために，地域住民参加の概念を導入し，

地域の実情を考慮した社区共管12）の管理方式を創出し，一部の自

然保護区で試みている13）。社区共管は，社区14）の住民と自然保護

区の管理者とが，自然保護区の保護管理政策の決定，実施，評価

に共同参加することである15)。社区共管の方法には，共同保護協

定や共同の委員会設置，個別の課題の共同管理などがある16）。 

蘇ら（2004）17）は，中国洋県草バ村と佐渡新穂村の事例研究か

ら，中国自然保護区で導入されている社区共管による住民参加型

の生物保護を紹介した。この中で，種の保存のために生息地保護

を住民と共に実現している中国の経験を日本が学ぶ必要性を指摘

している。また，野生生物保護は生息地に住む地域住民が保護の

担い手であることを再度確認すべきであると指摘している。 

内モンゴルの自然保護区は，草原の面積が広く，モンゴル族な

どの先住民が居住しているのが特徴である。そのため，生態移民

政策と社区共管が導入されている。呼倫湖自然保護区 18）では、

自然保護区の管理者と社区の住民との社区共管として，共同保護

協定19），20）が導入さている。 

この共同保護協定は，自然保護管理で有効である21）とする意見

がある。一方で，自然保護区の管理者の意見が優先されていて，

住民の意見があまり取り入れられていない現状がある 22），23）。内
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モンゴルの自然保護区の研究では自然保護区の生態系の研究は進

んでいるが，住民との連携を図る社区共管や，生態移民について

の住民の側からの評価がされていない。そこで，本研究では，自

然保護区の保護政策について，住民の評価を明らかにすることが

重要だと考えた。よって，本研究では，住民が放牧で生活してい

る呼倫湖自然保護区を対象地にして，呼倫湖自然保護区の共同保

護協定と生態移民による自然保護の現状を明らかにすることを目

的とした。 

 

２．研究方法 

（１）研究方法の概要 

対象地域である呼倫湖自然保護区の位置と概要を図− １に示し

た。また，2013年7月から2014年3月をかけて実施した4つの

調査の概要を表− １に示した。現地調査は，まず，呼倫湖自然保

護区管理局の職員と保護区内に居住する住民へのインタビューを

行った。現地調査時に，文献調査として，大学や図書館で管理方

法やその仕組み，住民の生活状況を調べた。インタビューの結果

と文献調査から，管理局と住民が連携保護を図る自然保護の重要

な政策として生態移民と共同保護協定の状況を把握した。呼倫湖

自然保護区管理局は，草原の保護管理のため， 2000年に地域住

民と共同保護協定を結んだ 24）（表-２）。共同保護協定の内容は，

自然管理局の役割と解説活動，地域住民の法律遵守と合理的な利

用等を定めている。地域住民は自然保護区条例の許す範囲で，合

理的な利用ができる。地域住民は，野生動物と生息環境を守る義

務があり，自然資源の利用を報告する必要がある。この協定は，

2000 年に開始した。開始時には114 世帯と，2003 年には18 歳

以上の成人男女全員と協定を結んだ。その後，新たな協定は結ば

れていない。協定を結んだ当時は，中国国内でも先進的な自然保

護の事例と言われていた。現在では，最後の協定から約 10 年が

過ぎ，地域住民の協定への意識が薄れている可能性がある。 

そこで，意識調査として，共同保護協定の意識調査，生態移民

の意識調査を実施した。これら調査結果より，呼倫湖自然保護区

の共同保護協定と生態移民による自然保護の現状を明らかにした。 

（２）対象地域 

呼倫湖自然保護区は，中国の内モンゴル自治区フルンボイル市

に位置する国家級自然保護区である。北にロシア国境，西と南に

モンゴル国境を接する。呼倫湖自然保護区は，1994年に成立した

中国，モンゴル，ロシアの共同国際自然保護区（CMR- Dauria 

International Nature Reserve）の一部分でもある。 

呼倫湖自然保護区は，草原生態，内陸湿地・水域生態や野生生

物を保護対象としている。面積は，日本の熊本県の面積に相当す

る7,400km２ある。呼倫湖自然保護区は，呼倫湖，ボイル湖（中国

境内のみ）とそれらの湖の間に草原が広がる。湿地面積は 3,253 
km２で自然保護区総面積の 44％を占める。草原面積は 4,083km２

（55％），砂地面積は64 km２（0.9％）である。呼倫湖自然保護区

内には，住民が 650 世帯しか居住していない。最も多い月には

1,771 名が居住しているが，定住しているのは 1,579 名で，出稼

ぎによる192名の定住していない住民が含まれる。出稼ぎの人は，

草原の草刈りなどでの作業に９月〜10月に２ヵ月程度滞在する。 

呼倫湖自然保護区は，保護規制の強い順に核心区，緩衝区，実

験区に分かれている（図‐１）。核心区は，湖と川の周囲が指定さ

れており，総面積の 10.3%（759km２）を占めている。緩衝区は核

心区の周囲に設定された地域であり，総面積の 5.2%（387 km２）
を占めている。実験区25）は，研究や調査に使用している地域であ

り，総面積の 84.5%（6,254km２）を占めている。核心区の住民は

13 世帯，緩衝区の住民は 133 世帯であり，残りは実験区に住ん

でいる。住民の多くはモンゴル族であり，一部漢族が居住してい

る。 

（３）現地インタビュー調査と文献調査 

現地インタビュー調査は 2013 年 7 月から 8 月をかけて呼倫湖

自然保護区で地域住民と管理局職員を対象に行った。調査内容は，

自然保護区の連携保護に対する職員や住民の意識と自然保護区に 

ついての考えを把握した。また，自然保護区の管理の仕組みを把

握した。これらの結果から，アンケートの調査項目を作成し，地

域住民への意識調査が可能になった。現地文献調査は2013年の7
月から 8 月にかけて，内蒙古農業大学と内蒙古図書館，東旗 26）

と西旗 27）の档案管理局 28）と図書館で行った。呼倫湖自然保護区

の歴史的な変遷と自然保護政策の概要，地域住民の生業の変遷を

文献から調査した。その結果から地域住民の生業に大きく変化を

与える，また地域住民との連携を謀る社区共管の重要な課題にな

る政策を抽出することが可能となった。次に，自然保護区管理局

の土地所有，法律，生態移民，共同保護協定の運用状況など 

を把握し，地域住民との関わりを明らかにした。 

（４）共同保護協定の意識調査 

表−１ 現地インタビューと意識調査の概要 

調査⽅法 調査期間 調査対象 ⺟集団 有効回答 有効割合

現地インタ
ビュー調査

2013年7⽉〜8⽉
保護区で地域住
⺠と管理局職員

 44名 

共同保護協定
の意識調査

2013年8⽉22⽇
〜9⽉10⽇

保護区の草原で
遊牧する住⺠

1,579名 496件 31.4%

⽣態移⺠の意
識調査

2014年3⽉〜4⽉
保護区から⽣態
移⺠した元住⺠

280世帯 109件 38.9%

年 内容
1986年 ダライ湖⾃然保護区(旗級)の成⽴（4,000km2）
1987年 国境を接するロシヤでダウルスコ⾃然保護区が成⽴
1991年 モンゴル国から中蒙ロシヤ三国による共同保護の提案
1992年 国境を接するモンゴル国でダウル⾃然保護区が成⽴
1993年 ダライ湖⾃然保護区(国家級)の成⽴
1994年 CMRダウル国際⾃然保護区が成⽴（三ヵ国の共同⾃然保護区成⽴）
1996年 ダライ湖⾃然保護区(国家級)の⾯積が7,400km2に拡張
2000年 地域住⺠との共同保護協定
2002年 ⽣態移⺠の開始
2002年 ユネスコの⽣物圏保存地域に登録
2014年 ダライ湖⾃然保護区を呼倫湖⾃然保護区に名称変更

表-２ 呼倫湖自然保護区の成立の経緯 

図−１ 内モンゴル呼倫湖自然保護区の位置と概要 
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 地域住民の共同保護協定の効果を住民の意識から把握するため，

2013年8月22日から9月10日をかけてアンケートを実施した。

調査対象は自然保護区の中に住んでいる住民であった。アンケー

ト調査は回収数 670 件，有効回答数 496 件（回収率 42.4％）で

あった。アンケートの母集団である常駐する人口1,579名に対し

て31.4％の有効回答を回収できた。調査内容は，回答者の属性と

自然保護区内の活動，共同保護協定に対する理解と評価を調べた。

この地域の放牧民は，草原の草刈りを行う習慣があるので，この

時期に集中してアンケートを行った29）。 

アンケートの調査項目は，回答者の属性（性別，年齢，民族，

居住年，移動範囲，収入源），自然保護区内で可能な活動，使用し

ている草原面積，飼っている動物数，草原活動へ参加した時期，

共同保護協定への評価（11項目）である。単純集計の他に，回答

者の属性（性別，民族，収入）と共同保護協定への評価（11項目）

とでカイ二乗検定と残差分析30）を行った。 

（５）生態移民の意識調査 

2002 年から始まった生態移民プログラムでは自然保護区から

シンバルフ右旗の移民村 31）へ 280 世帯が移住した。住民は元の

放牧生活から定住生活することになった。2014 年の 3 月から 4
月をかけて，生態移民された住民に対して意識調査を実施した。

意識調査は面接方式で109 世帯の回答を得た。アンケートの母集

団である生態移民280世帯に対して109世帯（38.9％）の有効回

答を回収できた。 

意識調査では，回答者の属性と生態移民前後の収入源の比較，

生態移民前後に心配になっているところの比較，住民の生態移民

に対する評価を把握した。評価の項目は，生態移民の目的，自分

の生活とのかかわり，生態移民の施策とした。 

（６）分析方法 

 生態移民の意識調査の分析方法にはカイ二乗検定を使用した。

カイ二乗検定は，回答者の属性と回答項目との間で行った。有意

水準が5%未満の場合に有意差ありとした。カイ二乗検定の適用基

準として，期待値が5未満のセルが，全体の20%未満であり，最

小期待度数が１以上とした。本分析では「強くそう思う」「そう思

う」，「そう思わない」，「強くそう思わない」の４段階でカイ二乗

検定を行った。分析には，SPSS Statistics 21.0を用いた。 

 

３．結果と考察 

（１）呼倫湖自然保護区の管理の現状と連携保護 

 現地インタビュー調査と文献調査から，呼倫湖自然保護区の管

理の現状と成立の経緯をまとめた。 

１）呼倫湖自然保護区の管理の現状 

 呼倫湖自然保護区内の主な産業は放牧業である32）。普段は，共

有の放牧地で放牧している。しかし，冬の間は雪で閉ざされてし

まうので，冬の間の餌を用意する必要がある。草原契約制度で決

められた個人の草原で，各家族が草刈りをして，冬の餌を準備す

る。草原契約制度は，個人と国が契約し，使用する土地を決める

制度である。草原契約制度の権限は草原監督管理局が持っている。
33）自然保護区管理局は，自然保護区の管理はできるが，草原の管

理には直接関係していない。自然保護区管理局は，自然保護区の

核心区の55%の土地を所有している34）。 

 保護区内の放牧面積は保護区総面積の55％を占め，放牧業は主

に保護区の緩衝区と実験区を利用している。夏期には，人と動物

の飲用水のため，湖や川の周囲の核心区を利用することもある。

しかし，近年の気候の乾燥のため，草原の減少が深刻化している。

核心区は本来，湿原が指定されているが，気候の変化から草原に

変化した部分があり，核心区で放牧を行うこともある。 

 放牧業以外では漁業と観光が産業となっている。呼倫湖は内モ

ンゴルで一番大きい水産基地であり，保護区内の漁業は主に冬季，

呼倫湖とボイル湖で行っている。このため，住民は冬期に魚の加

工工場でアルバイトを行う。保護区内には，三ヵ所の自治区重点

旅行地35）がある。観光客は年々増加し，2012 年の保護区内の総

旅行者数は56.2 万になっている。管理局へのインタビューから，

エコツーリズムへの転換を試みていることがわかった。 

２）呼倫湖自然保護区の成立の経緯 

 12世紀，ジンギスカンがモンゴル草原を統一した当時から，草

原での放牧でモンゴル民族は生活していた。この草原が自然保護

区に指定された経緯を表-2 に示した。中国では，1986 年にダラ

イ湖自然保護区（旗級36））が成立し， 1993年に国家級に昇級し

た。2014年に名称が呼倫湖自然保護区に変更された。蒙古族が使

用していたダライ・ノールから，最近使用されるようになった呼

倫湖に地名が変更された。 

 ロシアでは1987年に，モンゴルでは1992年に自然保護区が成

立した。1991年にモンゴルから蒙古高原の自然環境と生物多様性

表−3 共同保護協定の意識調査回答者の概要 

⼈数 % ⼈数 % 居住年数 ⼈数 % 年齢層 ⼈数 %

男性 365 73.6% モンゴル族 437 88.1% 1〜10年 57 11.5% 1〜20歳 4 0.8%

⼥性 131 26.4% 漢族 59 11.9% 11〜20年 134 27.0% 21〜30歳 50 10.1%

放牧 417 84.1% 核⼼区 78 15.7% 21〜30年 116 23.4% 31〜40歳 151 30.4%

旅⾏業 201 40.5% 緩衝区 216 43.5% 31〜40年 89 17.9% 41〜50歳 147 29.6%

アルバイト 87 17.5% 実験区 122 24.6% 41〜50年 73 14.7% 51〜60歳 78 15.7%

その他 33 6.7% わからない 78 15.7% 51〜60年 12 2.4% 61〜70歳 58 11.7%

その他 2 0.4% 61年以上 15 3.0% 71〜80歳 8 1.6%

性
別

収
⼊

⺠
族

移
動
範
囲

n=496 収⼊は複数回答

表-４ 住民の主な収入の組み合わせ 

放牧業 観光業 アルバイト
放牧業 219 - -
観光業 143 29 -
アルバイト 32 6 26
旅⾏業と観光業とアルバイトのすべてに回答したのは23名

表-５ 自然保護区内で認められていると住民が考える行為 

⾏為 可否 ⼈数 % ⾏為 可否 ⼈数 %
放牧 可 446 89.9% 野焼き 否 32 6.5%
草刈り 可 370 74.6% 狩猟 否 22 4.4%
井⼾を掘る 許可必要 185 37.3% 採掘 否 6 1.2%
釣り 否 125 25.2% 農業 否 4 0.8%
建物建てる 許可必要 104 21.0% 鉱業 否 4 0.8%
可否は規則上可能，許可必要，否の３種類に分けて表記。
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の共同保護が提案された。1994年に第１回の国際自然保護区の会

議がモンゴルで開催され，CMRダウル国際自然保護区が成立した。 

（２）共同保護協定の意識調査 

１）回答者の属性 

 意識調査の回答者の属性を表− ３に示した。有効回答者数は，

男性 365 名，女性 131 名で合計 496 名であった。収入源は複数

回答で回答してもらい，放牧が 84.1％，民宿などの旅行業が

40.5％であった。放牧が収入源の中心であるが，旅行業も普及し

ていることがわかった。民族ではモンゴル族が全体の 88.1%を占

め，残りは漢族である。放牧の移動範囲は緩衝区43.5％が多いが，

自然保護のきびしい核心区でも15.7％の使用があった。平均居住

年数が29.3年で，平均年齢45.9歳であった。 

 主な収入の組み合わせを表-４に示した。放牧業を専業としてい

るのは219名（44.2％）で，放牧業と観光業を兼業しているのは

143名（28.8％）いた。 

２）自然保護区で可能な行動 

自然保護区内で認められている生産生活活動に複数回答で回答

してもらった結果を表− ５に示した。許可されている放牧，草刈

りは，共同保護協定の規制の範囲内で可能であるが，保護区内の

回答者の放牧89.9％，草刈り74.6％が認められていると理解して

いた。野焼きや狩猟，採掘，農業，鉱業など禁止されている行為

でも，少数であるが認められていると考えている住民がいること

がわかった。 

３）草原面積と飼っている動物数 

図-２に個人利用の草原面積と飼っている動物数の相関図を示

した。住民は，平均 2.96 km２(n=496)の草原を持ち，530 頭

(n=421) の動物を飼育していた。住民は共有の草原で放牧してい

る。冬は雪が降るため，草原で草刈りをして冬用の餌を用意する。

この草刈りをする草原が，個人で利用する草原である。 

図-２に草原面積と動物数を民族別にプロットした。漢族は，平

均0.91 km２(n=59)の草原を持ち，790頭(n=53)の動物を飼育し

ていた。モンゴル族は，平均 3.24 km２(n=437)の草原を持ち，

493 頭(n=368)の動物を飼育していた。伝統的な放牧をしている

モンゴル族の方が広い面積で，漢族より少ない頭数を放牧してい

ることがわかる37）。 

４）共同保護協定への評価 

 住民の共同保護協定の意識を図-３に示した。この節では「強く

そう思う」と「そう思う」合計値を本文中に記した。共同保護協

定が①自然を守るため（93.4％）と②牧民の利益を守るため

（90.2％），そして，⑤協定を今後も続けた方が良い（82.4％）の

回答から，この協定は，自然だけでなく住民の利益のために結ば

れたと考えている人が多く，今後も続けたい人が回答者の８割を

超えていた。一方で，③協定に違反する人がいる（88.0％）と，

④自然を壊す活動が少なくなった（84.5％）から自然環境の破壊

が減ったが，違反する人がまだいると考えている意識が見て取れ

る。次に，⑩2000年頃，協定は必要だった（43.3％）と，⑦現在，

協定は必要なことだ（79.7％），⑧協定は修正した方が良い

（56.4％）から，協定を結んだ当時，必要だと考える人が少なか

ったが，現在は協定を必要だと思う人が回答者の半数を超えた。

しかし，修正が必要と思っている人が回答者の過半数いることも

特徴的である。⑥自分の生産生活に役立つ（81.6％）と⑪自分の

生活に損がある（17.0％），⑨内容に詳しい（55.4％）から，協定

が役に立つと感じる人がいる一方で，少数であるが損すると感じ

る人もいた。また，内容を詳しく知らない人も多くいる可能性が

図−2 自然保護区内で使用する草原面積と動物数 
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図−4 共同保護協定への評価と民族，放牧収入の関係 

図中の+は残差分析の結果有意に多く，-は有意に少ない。p<.05 
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‐

25%

6%

21%

15%

30%

43%

24%

36%

0% 50% 100%

モンゴル族

漢族

「⑩2000年頃，協定は必要だった」

+

+

‐

47%

31%

38%

29%

11%

28%

5%

12%

0% 50% 100%

モンゴル族

漢族

「⑥⾃分の⽣産⽣活に役⽴つ」

+

+ +

‐‐

‐

52%

5%

31%

11%

10%

24%

7%

31%

0% 50% 100%

モンゴル族

漢族

「⑦現在，協定は必要なことだ」

+

+ +

‐‐

‐

37%

46%

40%

36%

22%

11%

1%

6%

0% 50% 100%

遊牧しない

遊牧する

「⑥⾃分の⽣産⽣活に役⽴つ」

+

‐

40%

26%

36%

27%

9%

16%

15%

31%

0% 50% 100%

遊牧しない

遊牧する

「⑧協定は修正した⽅が良い」

‐

+

+

‐
51%

48%

22%

33%

22%

10%

5%

10%

0% 50% 100%

遊牧しない

遊牧する

「⑦現在，協定は必要なことだ」

+

‐

54%

18%

33%

25%

7%

35%

5%

23%

0% 50% 100%

モンゴル族

漢族

「⑤協定を今後も続けた⽅が良い」

‐

+

+

‐

+

‐

31%

9%

30%

14%

13%

28%

26%

49%

0% 50% 100%

モンゴル族

漢族

「⑧協定は修正した⽅が良い」

+

+ +

‐‐

‐‐

+

放牧する

放牧しない

放牧する

放牧しない

放牧する

放牧しない

図−3 共同保護協定への評価 

0% 50% 100%

⑪自分の生活に損がある

⑩2000年頃、協定は必要だった

⑨内容に詳しい

⑧協定は修正した方が良い

⑦現在、協定は必要なことだ

⑥自分の生産生活に役立つ

⑤協定を今後も続けた方が良い

④自然を壊す活動が少なくなった

③協定に違反する人がいる

②牧民の利益を守るため

①自然を守るため

強くそう思う そう思う そう思わない 強くそう思わない

558 LRJ 78 (5)，2015



 

 

ある。 

回答者の属性（民族，放牧収入）と共同保護協定への評価（11
項目）とでカイ二乗検定を行った結果，民族で５項目と放牧収入

の３項目で有意差が見られた（図-4）。 

民族別に見てみると，「⑤協定を今後も続けた方が良い」では，

モンゴル族で強くそう思うが54％であり，漢族で強くそう思うは

18％であった。モンゴル族は漢族に比べて協定の継続に高い理解

が有意に得られていた。「⑥自分の生産生活に役立つ」では，モン

ゴル族の強くそう思う（47％）が有意に多かった。「⑦現在，協

定は必要なことだ」ではモンゴル族の強くそう思う（52％）が有

意に多かった。「⑧協定は修正した方が良い」ではモンゴル族の強

くそう思う（31％），やや感じる（31％）が有意に多かった。「⑩

2000 年頃，協定は必要だった」ではモンゴル族の強くそう思う

（25％）が有意に多かった。これらの結果から，モンゴル族は漢

族と比較して，自分の生産生活に役立つので，共同保護協定を

2000年頃から現在，そして将来も必要と思っている。一方で，協

定は修正した方が良いと思っている。放牧の収入がない放牧しな

い回答者は，「⑥自分の生産生活に役立つ」のそう思わない（22％），

「⑦現在，協定は必要なことだ」のそう思わない（22％）が有意

に多かった。また，放牧しない回答者は「⑧協定は修正した方が

良い」で強くそう思う（40％）が有意に多く，修正の必要性を感

じている。 

（３）生態移民の意識調査 

 意識調査の回答者の属性を表− 6 に示した。有効回答者数は，

男性67名，女性42名で合計109名であった。回答者の生態移民

は2002年から2005年にかけて行われた。移民前は回答者全員が

放牧を生業としていた。保護区の居住年数は11年から20年が31．
2％であった。回答者は30代から50代が中心に回答した。 

生態移民前は，全ての回答者が放牧をしていた他に，漁業

（29％）やアルバイト（28％）をしていた。移民後，放牧する回

答者は 5％に激減し，牧場を営む回答者が 78％に増えた。また，

移民後には，魚業やアルバイトも若干であるが移民前より増加し

ている。収入も，移民前と比べて倍（40％），３倍（40％）と増

加していた。また生態移民を他の自然保護区内の牧民に勧めるか

の問いに，非常に勧める 35％，少し勧める 26％となっており，

61％の回答者が勧めていた。一方で，勧めないとの回答も34％と

なっており,反対の回答も6％いた。 

 図-5の「強くそう思う」と「そう思う」合計値を項目番号と共

に本文中に記した。生態移民は，自然を守るため（②86.1%）と

牧民の利益を守るためにあり（③78.0％），生態移民の施策が良い

（⑧60.6%）と感じている。その結果，生態移民で，自然は守ら

れ（⑤65.1%），自分の生産や生活に役立つ（⑦61.5%）と感じて

いる。次に生活面で見ると，生態移民後生活は便利になり（①

100％），生活環境が向上した（④70.6%）。その結果，生態移民し

てよかったと感じている（⑥65.1%）。少数ではあるが，生態移民

が生活に負担になっている回答者もいた（⑩26.6％）。生態移民が

必要かどうかでは回答が半々に割れた（⑨44.0％）。 
 
４．おわりに 

 本研究では，呼倫湖自然保護区を対象地にして，呼倫湖自然保

護区の共同保護協定と生態移民の現状を明らかにした。 

 住民は，共同保護協定を，自然保護だけでなく住民の利益のた

めでもあると考え，今後も続けたいと感じていた。しかし，協定

の内容については，修正が必要と感じている回答者が半数いた。

モンゴル族は，漢族と比較して大規模な面積の草原を使用して，

面積に対して少ない頭数の動物を飼っていた。また，モンゴル族

は，共同保護協定に肯定的な意見を持っていた。生態移民で，収

入が増え，生活が便利になったことは事実であり，生態移民は自

然保護だけでなく住民の利益のためでもあると，住民は理解して

いた。しかし，生態移民は伝統的な放牧生活から定住する牧場の

生活への変化を意味し，生態移民を薦めないとの回答が34％，生

表−6 生態移民の回答者の属性 

⼈数 % ⼈数 % 居住年数 ⼈数 % 年齢層 ⼈数 %
男性 67 61.5% 放牧 109 100.0% 1〜10年 19 17.4% 20代 5 4.6%
⼥性 42 38.5% 放牧なし 0 0.0% 11〜20年 34 31.2% 30代 26 23.9%
2002 59 54.1% 単⾝ 1 0.9% 21〜30年 21 19.3% 40代 37 33.9%
2003 27 24.8% ⼆⼈ 26 23.9% 31〜40年 24 22.0% 50代 25 22.9%
2004 16 14.7% 三⼈ 22 20.2% 41〜50年 7 6.4% 60代 13 11.9%
2005 7 6.4% 四⼈ 29 26.6% 51〜60年 0 0.0% 70代 2 1.8%

五⼈以上 31 28.4% 61年以上 1 0.9% 80代 1 0.9%

性別
移⺠前
の収⼊

⽣態移
⺠の年 家族⼈

数

n=109

表−7 生態移民による収入の変化 

⼈数 % ⼈数 %
放牧 109 100% 放牧 5 5%
漁業 32 29% 漁業 45 41%
アルバイト 31 28% アルバイト 40 37%
その他 15 14% その他 11 10%
⺠宿 0 0% ⺠宿 6 6%
牧場 0 0% 牧場 85 78%

⼈数 % ⼈数 %
半分 7 6% ⾮常に勧める 38 35%
同じ 56 51% 少し勧める 28 26%
２倍 44 40% 勧めない 37 34%
３倍 2 2% 反対する 6 6%

⽣態移⺠前の収⼊

移⺠前の収⼊との⽐較 ⽣態移⺠を勧めますか

⽣態移⺠後の収⼊

0% 50% 100%

⑩⽣態移⺠は⽣活に負担になっている
⑨⽣態移⺠は必要なことだと思った

⑧⽣態移⺠の施策が良い
⑦⽣態移⺠は⾃分の⽣産や⽣活に役⽴つ

⑥⽣態移⺠してよかったと思う
⑤⽣態移⺠で、⾃然は守られたと思う

④⽣態移⺠後の⽣活環境が良い
③⽣態移⺠は牧⺠の利益を守るためにある

②⽣態移⺠は⾃然を守るためにある
①⽣態移⺠後⽣活は便利になりました

強くそう思う そう思う そう思わない 強くそう思わない

図-５ 生態移民の評価 
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態移民に反対の回答が６％あったことからも，一部ではあるが，

住民は負担を感じている。本研究では，住民の意識から保護への

評価を明らかにすることができた。今後は，意識調査の結果をも

とに，自然保護管理局と協力しながら，共同保護協定や生態移民

の制度や実施方法に反映させていくことが必要であろう。 
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